
      平成１８年９月１日 製品安全課 

項  目 音声出力信号の解釈について 

 

 

１ 内容 

  

 電気用品の範囲等の解釈中、Ⅲ 特定電気用品以外の電気用品 ９．電子応用機

械器具関係の（４）において「その他の音響機器」の解釈（※）が述べられていま

すが、その中の「音声出力信号」をどのように解釈したらよいですか。 

 

※  

（４）ＢＳチューナー、ＣＳチューナー、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤレコーダー、

ＨＤＤレコーダー等であって、音声出力（ヘッドホン又はスピーカー等を接続する

ことで聴取可能な信号に限る。）端子を有し、内蔵スイッチ又は有線若しくは無線

で接続された外部機器からの信号等によって単独で動作するものであるときは、

「その他の音響機器」と解釈し、対象として取り扱う。 

 

２ 回答 

 

 解釈中の「ヘッドホン又はスピーカー等」は、電気信号を聴覚により聞き取る

ことができるように変換する機能を持つものを指し、特性（インピーダンス、再生

周波数帯域、音質等）については限定していません。 

 したがって、「音声出力信号」とは、「ヘッドホン又はスピーカー等」を音声

出力端子に接続することで聴取できる周波数のものを指します。 
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